
３．申請の主な流れ

補助金交付決定通知後に工事 の実施 （契約 ⇒ 着手 ⇒ 完了）

事前相談
! 窓口にお越しいただく場合は、会議や出張等で担当者が不在の場合もありますので、あらかじ

めご連絡ください。
代理受領（P22 Q16～17参照）を希望される場合は必ず事前相談の際にお知らせください。

補助金交付申請書等 の提出
! 必ず、工事の契約前に「補助金交付申請書」を提出してください。

横浜市から補助金交付決定通知書 の交付

完了報告書等 の提出

!
工事の完了、工事代金の支払い後に提出してください。
必ず、申請した年度内に提出してください。

横浜市から補助金額確定通知書 の交付

補助金交付請求書 の提出

補助金の支払い

約３０日

約２～３週間

３０日以内

申請者

申請者

申請者

申請者

横浜市

横浜市

横浜市

申請者

‐５‐

提出書類P７～1１参照

提出書類P７～11参照

! 申請内容に変更がある場合は、変更に係る申請が必要な場合があるため、事前に
ご相談ください。

額確定通知書のコピー
口座番号が確認できる通帳等のコピー! 添付書類

提出書類P７～11参照

• 事前相談を行い、補助の対象となるか申請前に確認してください。
• 手続きには所定の期間が必要となりますので、工事の契約の前（３０日前）までに「補助金交付申請

書」を提出できるように、ご準備ください。補助金交付決定通知書の交付より前に契約をした場合
や、工事に関する金銭の支払い(契約金や前金など)があった場合は、補助の対象とはなりません。

• 補助金交付決定を受けた年度の2月末日までに「完了実績報告書」を提出できるよう、スケジュー
ルを立ててください。

• 予算に限りがあるため、年度途中で受付を締め切る場合があります。

!

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/hojoshinsei/mijika/midika.files/13seikyuu.docx

